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（参考） 

 

ムラミダーゼの飼料添加物としての指定並びに基準及び規格の設定に関す

る食品健康影響評価の意見聴取について 

 

１．経緯 

ムラミダーゼは別名リゾチームとも呼ばれ、生体内に常在しムコ多糖類を分解する

加水分解酵素である。 

飼料添加物として鶏用飼料に添加することで、消化管内に滞留する難溶性の細菌由

来ムコ多糖類を分解し、飼料の栄養成分の有効な利用を促進することが期待される。 

今回、要望のあったムラミダーゼは、遺伝子組換え生産菌 Trichoderma reesei 

QM6a 株を宿主株とし、Acremonium alcalophilum 由来のムラミダーゼ遺伝子を合

成して得た DNA を挿入させた組換え生産菌 Trichoderma reesei JPTR003 株を用い

て生産されたものである。 

海外では、EU、米国において既に使用されている。 

今回、食品安全委員会の意見を聴取する改正については、平成 31 年３月１日に農

業資材審議会飼料分科会飼料安全部会において、飼料添加物の効果安全性に関する審

議が終了している。 

 

２．改正の概要 

ムラミダーゼを飼料添加物として指定し、製造用原体及び製剤の成分規格及び基準

等を設定する。 

なお、用途は飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進で、対象は鶏（ブロ

イラー）用飼料とする。 

 

３．今後の方針 

食品安全委員会からの食品健康影響評価の結果及び農業資材審議会飼料分科会の

答申を得た後、告示及び省令の改正の手続を進める。 




